
 

利用者の皆さんからの苦情への対応 

 

  令和３年度の利用者の皆さんからの苦情の申し立てと、その対応のついては次のとおりでした。 

苦情 

件数 

解決 

件数 

未解決 

件数 

第三者委員 

報告要件数 

島根県運営適正化 

委員会への紹介 

 0  0  0   0    0 

  今後とも、利用者の皆さんからの要望や苦情の解決を図り、よりよいサービスの提供に努めていきますので、

よろしくお願いします。なお、令和４年度の苦情申し立て先は、次のとおりです。 

 

苦情解決責任者は、理事長・管理者 

  第三者委員は、白根 浩   [連絡先 0855-26-0255] 

         佐々木 裕美 [連絡先 0855-52-1486] 

  本法人（事業所）で解決できない苦情は、島根県社会福祉協議会 

（松江市津田町 1741-3 いきいきプラザ島根内〒690-0011 電話 0852-32-5913（直通）） 

に設置された運営化適正委員会に申し立てることができます。 

 

令和３年度の法人決算状況 

  令和３年度の本法人の決算状況については、次のとおりでした。 

 

詳細は、Ｗｅｂページ（http:// http://swcpure.g1.xrea.com/）の「運営情報公表」を、 

ご覧ください。 

 

お知らせ 



社会福祉法人 ぴゅあ 第３号の１様式

令和4年4月31日現在

年度末 当初 増減 年度末 当初 増減

97,977,060 88,874,034 9,103,026 12,192,845 11,803,343 389,502

現金預金 79,141,759 66,877,446 12,264,313 0

0 事業未払金 633,656 430,348 203,308

事業未収金 18,788,394 21,944,238 △ 3,155,844 0

立替金 0 1,790,208 1,790,208 0

0 4,910,655 4,861,062 49,593

0 0

0 0

0 0

短期貸付金 0 0 0 職員預り金 905,193 900,992 4,201

前払金 46,907 57,220 △ 10,313 前受金 0 0 0

0 0

仮払金 0 -4,870 4,870 仮受金 0 0 0

0 0 0 3,953,133 3,820,733 132,400

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

固定資産 136,490,956 155,231,753 △ 18,740,797 固定負債 34,664,764 31,114,012 3,550,752

基本財産
124,107,496 139,437,892 △ 15,330,396 6,671,200 8,461,408 △ 1,790,208

44,000,000 44,000,000 0 24,392,449 19,303,104 5,089,345

80,107,496 95,437,892 △ 15,330,396 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 退職給付引当金 3,601,115 3,349,500 251,615

0 0 0 0 0 0

12,383,460 15,793,861 △ 3,410,401 46,857,609 42,917,355 3,940,254

2,813,763 5,647,323 △ 2,833,560

5,848,582 6,677,038 △ 828,456 基本金 12,634,000 12,634,000 0

0 0 0 40,839,583 53,601,308 △ 12,761,725

0 0 0 その他の積立金 0 0 0

120,000 120,000 0 0

0 0 0
(修繕等設備

補充積立金） 0 0 0

3,601,115 3,349,500 251,615 0 0 0

0 0 0 134,136,824 134,953,124 △ 816,300

0 0 0 △ 564,685 △ 1,013,962 449,277

0 0 0 純資産の部合計 187,610,407 201,188,432 △ 13,578,025

資産の部合計 234,468,016 244,105,787 △ 9,637,771 234,468,016 244,105,787 △ 9,637,771

脚注
1 減価償却費の累計　　　 2 担保している債務の種類及び金額

317,503,528 円 8,461,408 円

250,312,296 円 29,303,104 円

※本様式は、必要のない中区分の勘定科目は省略することができるものとする。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合適当な科目を追加できるものとする。

設備資金借入金

国庫補助金等特別積立金 長期運営資金借入金

その他の

固定資産

（うち当期活動
増減差額）

次期繰越活動

増減差額

負債及び純資産の部合計

(修繕等設備補充積
立金）

徴収不能引当金

国庫補助金等

特別積立金

有形リース
資産

長期貸付金
退職給付引当資産

建設仮勘定

(第二十七条第四項関係）

権利

短期運営資金

借入金

役員等短期

借入金

１年以内返済予定設備

資金借入金

１年以内返済予定長期

運営資金借入金

１年以内返済予定リー

ス債務

設備資金借入金

その他の
固定負債

リース債務
役員等長期
借入金

（法人）

法人単位貸借対照表

資　産　の　部

その他の固定資産

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

長期運営資金

借入金

負　債　の　部

流動資産 流動負債

１年以内回収

予定長期貸付金

その他の

流動資産

その他の

流動負債

賞与引当金

土地

車両運搬具

器具及び備品

純 資 産 の 部

定期預金（基本財産
特定預金）

１年以内返済予定役員

等長期借入金

１年以内支払予定長期

未払金

負債の部合計

建物

 


